
水道料金の改定について 

～水道料金を令和７年４月使用分から改定します～ 

 

【問】上下水道局総務課  ፥፦፧፨፩0854-42-5322 

 

 水道は、皆さんの生活を守るライフラインであり、水道料金を主な収入として運営して

います。この水道を将来も安定的に運営できるよう、水道料金を改定します。 

 

１ 主な改定内容 

（１） 基本料金  口径１３ミリメートルと２０ミリメートルは引き下げ 

（２） 基本水量  ８㎥までの無料部分は廃止 

（３） １㎥あたり単価 １㎥～８㎥までは１㎥あたり税込み６７円 

９㎥以上の単価は据え置き 

 

２ 改定料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払額の例 

 

 

 

 

 

 

0 1,496 円 1,210 円
4 1,496 円 1,478 円

20 3,980 円 4,230 円
20 20 5,668 円 5,950 円
25 40 14,670 円 15,013 円
30 100 34,825 円 35,639 円
40 100 41,274 円 42,704 円

口径
（ミリ）

月使 用量
（ ㎥ ）

令和７年３月使用
分まで（税込）

令和７年４月使用
分から（税込）

13

上段：現行料金

（税込額） 下段：改定案

口径

（ミリ） １～8㎥ 9～25㎥ 26～50㎥ 51㎥以上
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（1月につき）

13 円
0円

67円

248円
改定なし

280円
改定なし
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円
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円
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改定なし

30
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３ 改定する理由 

（１）市の人口減少や節水意識の高まり、節水機器の普及によって水道料金収入が減

っていくことが見込まれます。 

（２）安全な水を安定供給するための、水道の計画的な整備や安定した財源の確保が

不可欠です。 

（３）材料費やエネルギー価格の上昇によって施設の維持管理費や借入金の返済等

に多額の財源が必要です。 

（４）市民の皆さんへ安心・安全な水道水をお届けするために、ライフラインとして安定

した運営が必要です。 

 

４ これからの雲南市の取り組み 

（１） 水道料金の改定に関することは、今後広報誌などでわかりやすくお知らせします。 

（２） 近年全国で多発している自然災害に対応できる水道施設となるよう、計画的に耐

震化を図ります。 

（３） 施設の効率的な運用や経費の見直しに積極的に取り組み、水道の安定経営に努

めます。 


